
●
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
」
決
定
（
平
成
3
1
年
3
月
1
9
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
）

・
児
童
相
談
所
と
婦
人
相
談
所
・
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
情
報
共
有
・
連
携
体
制
の
強
化

・
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
や
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
、
児
童
相
談
所
等
へ
の
研
修
の
充
実

・
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
に
お
け
る
D
V
被
害
者
と
子
ど
も
へ
の
支
援
実
態
把
握
、
理
解
拡
大
の
取
組
推
進

・
危
険
度
判
定
（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
及
び
加
害
者
対
応
の
在
り
方
の
検
討
・
実
証
的
研
究
に
よ
る
機
関
間
連
携
・
支
援
体
制
の
充
実

・
D
V
被
害
者
支
援
に
係
る
手
引
き
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂
と
児
童
相
談
所
等
へ
の
周
知
徹
底

な
ど

●
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
成
立
（
令
和
元
年
６
月
公
布
）

・
D
V
防
止
法
の
改
正
に
よ
り
、
相
互
に
連
携
・
協
力
す
べ
き
機
関
と
し
て
児
童
相
談
所
を
明
記

（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
）

○
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
（
令
和
元
年
1
1
月
1
2
～
2
5
日
）

・
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
と
連
携
し
、
D
V
と
児
童
虐
待
の
特
性
や
関
連
性
等
を
周
知

・
Ｄ
Ｖ
対
応
の
象
徴
で
あ
る
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
と
児
童
虐
待
対
応
の
象
徴
で
あ
る
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン

を
組
み
合
わ
せ
た
Ｗ
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
の
作
成

・
総
理
と
児
童
虐
待
対
策
及
び
D
V
対
策
の
関
係
者
と
の
意
見
交
換
（
1
1
/1
)

○
関
係
者
へ
の
研
修
の
充
実
（
令
和
元
年
度
～
）

・
官
民
の
配
偶
者
暴
力
支
援
の
関
係
者
（
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
長
・
担
当
職
員
，
相
談
員
等
）

を
対
象
と
し
た
研
修
（
女
性
に
対
す
る
暴
力
被
害
者
支
援
の
た
め
の
官
官
・
官
民
連
携
促
進
事
業
）
に
お
い
て
、

研
修
項
目
に
、
児
童
虐
待
の
特
性
や
そ
れ
ら
の
関
連
性
を
テ
ー
マ
と
し
た
内
容
を
加
え
る
と
と
も
に
、

研
修
の
対
象
と
し
て
、
新
た
に
児
童
相
談
所
の
職
員
を
追
加
し
て
実
施

○
Ｄ
Ｖ
対
応
と
児
童
虐
待
対
応
の
連
携
に
関
す
る
相
談
対
応
事
例
集
の
作
成
（
令
和
元
年
度
事
業
）

・
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
D
V
事
案
に
係
る
児
童
虐
待
対
応
に
関
す
る
連
携
状
況
や
好
事
例
を
把
握
し
、
関
係
機
関
等
に
共
有

○
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
先
進
的
取
組
を
推
進
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
実
施
（
令
和
２
年
度
～
）

・
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
が
D
Ｖ
や
児
童
虐
待
の
被
害
者
を
母
子
一
体
で
受
け
入
れ
る
体
制
整
備
や
心
理
専
門
職
に
よ
る
メ
ン
タ
ル
面
の
ケ
ア
な
ど
を
支
援

＜
令
和
元
年
度
ポ
ス
タ
ー
＞

＜
Ｗ
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
＞

Ｄ
Ｖ
対
応
と
児
童
虐
待
対
応
の
連
携
の
取
組

1
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１
．
性
暴
力
・
配
偶
者
暴
力
被
害
者
等
支
援
交
付
金

※
本
交
付
金
の
事
業
の
一
つ
と
し
て
実
施


交

付
先

：
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
、
市
町
村
（
特
別
区
含
む
）


対
象
経
費

：
都
道
府
県
等
が
負
担
し
た
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
の
先
進
的
な
取
組
を
促
進
す
る
た
め
の
経
費
（
以
下
①
～
③
）

①
受
け
入
れ
体
制
整
備
に
要
す
る
経
費

(母
子
一
体
で
受
け
入
れ
る
た
め
の
改
修
経
費
、
メ
ー
ル
・
SN
S等

相
談
の
た
め
の
人
件
費
・
シ
ス
テ
ム
整
備
費
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
防
止
に
配
慮
し
た
相
談
支
援
体
制
の
整
備
に
要
す
る
経
費
（
感
染
予
防
対
策
、

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
相
談
、
入
居
者
増
に
対
応
す
る
一
時
的
な
居
室
確
保
）

等
）

②
専
門
的
・
個
別
的
支
援
に
要
す
る
経
費

(心
理
的
ケ
ア
や
同
伴
児
童
の
進
学
等
の
専
門
的
な
相
談
支
援
を
行
う
専
門
職
配
置
に
要
す
る
人
件
費
、

児
童
相
談
所
等
関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
・
連
携
に
要
す
る
人
件
費
、
専
門
性
向
上
に
係
る
研
修
経
費

等
）

③
切
れ
目
な
い
総
合
的
支
援
に
要
す
る
経
費
(自

立
に
向
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
経
費
、
関
係
機
関
へ
の
同
行
支
援
に
係
る
交
通
費
、

退
所
者
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
に
要
す
る
人
件
費

等
）

※
上
記
①
～
③
の
事
業
実
施
の
た
め
の
付
随
的
経
費


交
付
率
等

：
国
１
０
/１

０
（
交
付
上
限
：
１
民
間
団
体
当
た
り
、
一
つ
の
都
道
府
県
の
管
内
で
1
,
0
0
0万

円
）


そ

の
他

：
他
の
国
庫
補
助
制
度
を
適
用
可
能
な
場
合
は
、
他
制
度
優
先

２
．
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
お
け
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
効
果
検
証
及
び
事
例
調
査

D
V
被
害
者
等
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
強
化
支
援
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業

目
的

○
多
様
な
困
難
に
直
面
す
る
D
V
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
）被
害
者
等
へ
の
支
援
に
お
い
て
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
は
、
先
駆
性
、
柔

軟
性
、
地
域
性
、
専
門
性
等
の
強
み
を
有
し
、
地
域
社
会
に
お
け
る
不
可
欠
な
社
会
資
源
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

が
、
財
政
面
、
人
的
基
盤
と
も
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、
今
後
、
そ
の
存
続
が
困
難
に
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

予
算
ス
キ
ー
ム

内
閣
府

都
道
府
県
等

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
お
け
る
以
下
の
事
業

①
受
け
入
れ
体
制
整
備
事
業

②
専
門
的
・個
別
支
援
事
業

③
切
れ
目
な
い
総
合
的
支
援
事
業

※
上
記
①
～
③
の
事
業
実
施
の
た
め
の
付
随
的
経
費

概
要

委
託
費
等

交
付
金

【
令
和
２
年
度
第
３
次
補
正
予
算

１
０
７
百
万
円
】

【
令
和
３
年
度
当
初
予
算

２
４
１
百
万
円
】

（
令
和
２
年
度
予
算
額

２
５
０
百
万
円
）

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

・
社
会
福
祉
法
人

等

1
0
/1
0

業
務
請
負

事
業
者
（
民
間
調
査
会
社
等
）

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
に
お
け
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
効
果
検
証
及
び
事
例
調
査

年
度

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

団
体
数

1
2
5

1
1
5

1
0
8

1
0
7

1
2
2

○
D
V
被
害
者
等
に
対
し
て
、
漏
れ
な
く
、
安
全
な
居
場
所
を
一
時
的
に
確
保
し
つ
つ
、
専
門
的
・ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
支
援
を
、
切
れ
目
な
く
実
施
し
、
も
っ
て
、
地
域
に
お
い
て
D
V
被
害
者

等
が
自
立
し
、
安
心
・安
全
に
過
ご
せ
る
よ
う
、
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
取
組
促
進
を
通
じ
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
を
強
化
す
る
。

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
運
営
団
体
数
の
推
移
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令
和
２
年
度
男
女
間
に
お
け
る
暴
力
に
関
す
る
調
査

配
偶
者
か
ら
暴
力
の
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
家
庭
の
約
３
割
は
、

子
供
の
被
害
も
み
ら
れ
る
。

資
料
出
所
：内
閣
府
「男
女
間
に
お
け
る
暴
力
に
関
す
る
調
査
」
（
令
和
３
年
３
月
公
表
）

子
供
の
被
害
経
験
の
有
無
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